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■息子（親族）になりすました不審電話に要注意！■■■■■■■ 

山口県警から、息子になりすましたオレオレ詐欺の前兆と認められる不審電話が、県内で発生してい

るとの情報がありました。オレオレ詐欺は家族の絆や弱みにつけ込んだ悪質な犯罪です。 

もし、切羽詰まった様子で、すぐに振り込んでくれという内容の電話があっても、一旦電話を切り、まず

は落ち着くことが大事です。その後、元々登録している息子（親族）の電話番号に確認の電話を入れて

みてください。 

また、被害にあわないためには、家族だけにしか分からない「合言葉」を決めておきましょう。相手が答

えられなかったら要注意です。日ごろから家族や周囲の人も気をつけるようにし、このような不審な電話あ

った場合の対応を話し合っておくことが有効です。 

 

 

 

■「お金が戻ってくるので ATM に行くように」は詐欺です！■■■■■■■ 

市役所など公的機関の職員を名乗り、医療費等の還付金手続きのためにＡＴＭへ誘導して送金させ

る「還付金詐欺」の相談が後を絶ちません。 

警戒が厳しい金融機関のＡＴＭではなく、コンビニやスーパー、病院や市役所のＡＴＭへ誘導するケ

ースも見られます。 

公的機関の職員が還付金受け取りのためにＡＴＭ操作を行うよう電話をすることはありません！ 

 

詳細については、以下の情報を参考にしてください。 

〇国民生活センター 報道発表資料 

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen271.html 

 

 

 

■冬場に多発する高齢者の入浴中の事故に御注意ください！■■■■■■■ 

寒い日が続き、浴槽に湯を張ってゆったり体を温めたい季節ですが、厚生労働省の調査によると、入

浴中の事故死は、冬季に多く、12 月から 2 月にかけて全体の約 5 割が発生しており、9 割以上が 65 歳

以上の高齢者です。熱い湯に肩まで漬かるという日本国有の入浴スタイルが影響していると考えられるも

のの、既往症のない人の事故や、原因がはっきりしない事例も見られるということです。 

消費者庁ホームページでは、入浴事故の原因と入浴する際の注意事項、入浴者の異常を発見

した場合の対処法をまとめています。  

 

詳細については、以下の情報を参考にしてください。 

〇消費者庁 注意喚起情報 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/ 

 

 

 

■『注文した記憶のない商品の送り付け』 はっきり断る！お金は払わない！■■■■■■■ 

消費者庁では、「注文した記憶のない商品の送り付け」にはどのように対処したら良いのか

をまとめた注意喚起チラシ『注文した記憶のない商品の送り付け』を作成しました。  

注文した覚えのない商品を「あなたが注文した健康食品ができましたのでこれから送りま

す。」と不実のことを告げられ勧誘されても、はっきり断り、お金は払わないようにしましょ

う。 

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen271.html
http://www.caa.go.jp/action/archive/2016/


詳細については、以下の情報を参考にしてください。 

〇消費者庁 注意喚起チラシ 

http://www.caa.go.jp/info/pamphlet/ 

 

 

 

■山口県消費生活センターからのお知らせ■■■■■■■ 

❀「消費者啓発の標語」を募集しています❀ 
県では、自分で考え行動する「自立した消費者」が主役となる社会の実現を目指し、 

消費生活の問題を考えるきっかけとして、消費者啓発の標語を募集しています。 

詳しい応募方法等は、県消費生活センターホームページでご確認ください。 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12100/syouhi/h29hyougo.html 

  皆様の御応募をお待ちしております！ 

 

 

 

 

■平成 28 年度消費者啓発の標語入選作品■ 

        「しっかりと『聞こう』『話そう』『考えよう』 

                        消費者問題 みんなの問題」 

                           山口県立響高等学校 堀 海斗 さん 

※その他の「H28 消費者啓発の標語入選作品 」は、県消費生活センターHP でご覧ください。 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cmsdata/0/7/5/0758d7ae47c106c7a7bd844b41be8334.pdf 

 

会員の皆様へ○============================================== 

※ 消費生活トラブル情報に関する照会等は、必ず電話でお願いします。  

  相談専用電話：０８３－９２４－０９９９  

事務局：山口県 県民生活課 消費生活センター内 

TEL：０８３－９２４－２４２１  FAX：０８３－９２３－３４０７ 

メールアドレス：manaberu@pref.yamaguchi.lg.jp 

ＨＰ：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12100/syo-center/yka-net.html 
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